
設置、審査結果の通知 

（調査委員会） 

（理事長） 

告発内容の通知、 
審査結果の通知 

 

最 高 管 理 責 任 者 （ 学 長 ） 
相談・告発窓口 

(学校法人広島女学院事務局総務課庶務担当長) 

予
備
調
査
の
実
施 

統 括 管 理 責 任 者 （ 総 合 研 究 所 長 ） 

公的研究費の管理・運営と不正防止対策に係る指示、報告、改善  

コンプライアンス推進責任者(各学科長＝総合研究所委員) 

公的研究費の管理・運営と不正防止対策に係る 

相談、指示、報告、改善 

必要に応じた 

任命、指示、報告、改善 

コンプライアンス推進副責任者 

（総合研究所委員） 

誓約 

モニタリングとコンプライアンス教育 
(体制、ルールの周知と理解度の確認) 

内部監査、 
リスクアプローチ監査の実施 

情報の共有 
(総合研究所) 

 

不
正
防
止
計
画
の 

立
案
、
策
定
、
見
直
し 

【別図 1】広島女学院大学における公的研究費の管理・運営体制 

（監事） 

内部監査担当 

(学校法人広島女学院内部監査室長) 

連携 
審査結果の通知 審査申立、 

審査結果の通知 
予備調査結果の報告、 
審査結果の通知 

（
事
務
局
長
） 

不正防止計画推進部署 

(総合研究所事務課) 

監査結果の通知 

HP 等を活用した 

不正防止対策や 
管理・運営体制、 
ルールの公表、周知 

公的研究に係る 

相談への回答、 
調査結果の通知 

公的研究費に係る 

相談・告発 

公的研究費の管理・運営に関わる 

全ての教職員 

・研究者(研究代表者、研究分担者) 

・事務職員(総務課、財務会計課職員) 

・学内の非常勤雇用者(アルバイトの学生、院生等) 

公的研究費を支出財源とした 

取引業者 

学外の非常勤雇用者 
(アルバイトの他大学学生、院生等) 

リスク 
情報の 

開示 


